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タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について 

 

我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第１２６７号、第１９８９号及び第２２５３

号等に基づき、同理事会制裁委員会（以下「制裁委員会」という。）により指定されたタリバー

ン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、制裁委員会がタリバーン関係者

等として指定する資産凍結等の対象者リストから２個人を削除したことに伴い、当該者に対す

る資産凍結等の措置を解除することとする。 

（１）措置の内容 

外務省告示（６月９日公示）により、資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバ

ーン関係者等に対する外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制及び資本取引規制

等を６月９日付で解除する。 

 

（２）対象者 

別添参照 

 

 

（注）今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロ

リスト等は合計５１７個人・団体となる。 

 

  
連絡・問い合わせ先 

外務省総合外交政策局国際安全・治安対策協力室       ℡ 03-3580-3311 内線 3307 

財務省国際局調査課外国為替室                           ℡ 03-3581-4111 内線 5753 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課            ℡ 03-3501-1511 内線 3241 



（別添） 

○削除されるタリバーン関係者等 

 

６９６．アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファディール（別名：（a）アブド・ 

アル・アズィーズ・ウダイ・サミン・アル・ファドリ（b）アブド・アル・アズィーズ・ウダイ・サ 

ミン・アル・ファドル（c）アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファドリ（d）アブ 

ダラズィーズ・アダイ・サミン・ファドリ・アル・ファダリ）  

ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL (original script: زمين  عدي عبدالعزيز  

 ( الفضيل

(a.k.a.: (a)Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli (b)Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl (c)Abd 

al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli (d)Abdalaziz Ad’ai Samin Fadhli al-Fadhali)  

称号：不明  

役職：不明  

生年月日：１９８１年８月２７日  

出生地：クウェート  

国籍：不明  

旅券番号：不明  

ID 番号：281082701081  

住所：不明  

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２１日（２０１９年５月１日に改訂）  

その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）お

よびアラビア半島のアル・カーイダ（AQAP）（５６２．に指定した団体）に金銭的サービ 

スを提供する、またはこれら団体を支援するクウェートを拠点とする便宜供与者。国 

連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日 

に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事 

会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク ：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896797 

 

６９８．ハマド・アワド・ダーヒー・サルハーン・アル・シャンマリ（別名：アブ・ウクラ・ア 

ル・クワイティ）  

HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI 

 (original script: الشمري سرحان ضاحي عوض حمد ) 

 (a.k.a.: Abu Uqlah al-Kuwaiti)  

称号：不明  

役職：不明  

生年月日：１９８４年１月３１日  



出生地：不明  

国籍：クウェート  

旅券番号：クウェート旅券番号 155454275  

ID 番号：クウェート ID 番号 284013101406  

住所：不明  

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２１日（２０１９年５月１日に改訂）  

その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）お

よびアル・カーイダ（１６６．に指定した団体）に金銭的サービスを提供する、またはこ

れら団体を支援するクウェートを拠点とする便宜供与者。国連安全保障理事会決議 

第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・ 

リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809 

 


